
― 　不動産不動産不動産不動産・・・・資産資産資産資産のののの活用活用活用活用をおをおをおをお考考考考えのえのえのえの皆様皆様皆様皆様へへへへ　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

● 日時

受受受受　　　　　　　　　　　　付付付付：：：： 13131313：：：：00000000～　～　～　～　
講演時間講演時間講演時間講演時間：：：： 13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：30303030

● 場所

● 対象 地主・家主様・新たに賃貸住宅経営をお考えの方

● 定員 お申込み順  35名 

※定員になり次第締切ります。

● 費用

● お申込

アパルトマン株式会社　（第３回）

賃貸管理トラブル防止対策セミナー
のご案内

        ◆        ◆        ◆        ◆付近図付近図付近図付近図◆◆◆◆
駐車場に限りがありますの
で、公共機関でお越し下さ
い。

　 拝啓　平素は格別のお引き立てを賜り誠に厚く御礼申し上げます。
第３回実践オーナー勉強会の開催についてご案内申し上げます。
今回のセミナー講師は、弁護士法人飛翔法律事務所　松村　直哉氏に
講演頂きます。平成13年4月1日より施行されました消費者契約法や返
還請求訴訟が多く行われている敷金・礼金問題について実例を交えた
セミナーを開催させて頂きます。

皆様皆様皆様皆様のののの““““資産運用資産運用資産運用資産運用””””をををを考考考考えるえるえるえるアパルトマンアパルトマンアパルトマンアパルトマン株式会社株式会社株式会社株式会社
ががががセミナーセミナーセミナーセミナーをををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。

    

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年６６６６月月月月６６６６日日日日((((土土土土))))

大阪市北区角田町8番４７号
阪急グランドビル２６階会議室7号
　℡ ０6-6315-8368

6月3日までにお電話いただくか、
mukonoso@aprt.jpに､メールをお願い
致します。

無料



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　

消費生活用製品安全法について

アパルトマンアパルトマンアパルトマンアパルトマン株式会社株式会社株式会社株式会社
PM PM PM PM 事業本部事業本部事業本部事業本部
　　　　

講演プログラム

第第第第２２２２部部部部
（６０分）

【【【【連絡先連絡先連絡先連絡先】】】】

第第第第１１１１部部部部
（９０分)

『『『『弁護士弁護士弁護士弁護士がががが語語語語るるるる！！！！
不動産不動産不動産不動産トラブルトラブルトラブルトラブルをめぐるをめぐるをめぐるをめぐる最近最近最近最近のののの動向動向動向動向』』』』

弁護士法人飛翔法律事務所弁護士法人飛翔法律事務所弁護士法人飛翔法律事務所弁護士法人飛翔法律事務所

講  師講  師講  師講  師：：：：

★ 最新の裁判判例を分析！知らなきゃ損する情報満載！

弁護士弁護士弁護士弁護士　　　　松村松村松村松村　　　　直哉氏直哉氏直哉氏直哉氏

★４月１日より施行された消費者生活用製品安全法に関
わる
　情報をパナソニック電工の方に講演頂きます。

●１３：４５～１５：１５

●１５：３０～１６：３０

●13：30～13：35　プログラム説明

●13：35～13：45　当社代表取締役　細川朋哉挨拶

   敷金問題の最近の動向をお伝えします。

　　①　京都地裁の礼金返還請求事件の判例
　　②　大阪地裁の敷金返還請求事件の判例　など

●１５：１５～１５：３０　休憩

      最新の判例（敷金、礼金）の動向について講演頂きます。


